
＜産構審資料より＞

【第一段階】（Ｐ２～Ｐ８）

　業種ごとの再商品化義務量（Ａ）を算定する。　　→「１．」参照

…主務省令や、主務大臣が定める数値等により、機械的に算出される。

【第二段階】（Ｐ９～Ｐ１３）

　個々の特定事業者の再商品化義務量を算定する。　→「２．」参照

Ⅱ．本資料中に示す具体的な量、比率等は、
・

・ 「容器包装廃棄物分類調査」（環境省による調査。以下「分類調査」という。）

　の２つの基礎調査によって得られたデータ等を基に設定した。

※ただし、ＰＥＴボトルについては「実態調査」から得られたデータのみを利用した。

　また、全ての量、比率は、昨年と同様に２年移動平均値を最終数値とした。

Ⅰ．個々の特定事業者の再商品化義務量は、ガラス製容器（無色、茶色及びその他の
色）、飲料又はしょうゆ用のＰＥＴボトル（以下「ＰＥＴボトル」という。）、紙製
容器包装、プラスチック製容器包装の６種類の「特定分別基準適合物」ごとに、以下
の２段階の方法により算定される。

…業種ごとの再商品化義務量(Ａ)（主務大臣が公表）に、自らの排出見込量
(Ｂ)の、当該業種全体の排出見込量(Ｃ)（主務大臣が公表）に占める割合を乗
じることにより、各特定事業者が自ら算出する。　　　　････（ A × B/C ）

「容器包装利用・製造等実態調査」（主務省５省による総務省承認統計調査
（経済産業省及び農林水産省が事務手続き）。以下「実態調査」という。）

再商品化義務量の算定に係る量、比率等について

平成１７年１０月６日

経　済　産　業　省

《前提》
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１．業種区分ごとの再商品化義務量の算定【第一段階】

(１)業種の区分ごとの再商品化義務量(Ａ)の算定方法
　　業種の区分ごとの再商品化義務量は、各年度ごとに以下のように算定される。

① ②

(=18.9万㌧）

(=18万㌧）

第11条第3項 ③ 再商品化義務総量（Ｆ）<表１>

×
【容器と包装に按分】

第11条第2項第1号 ④

×
【業種区分ごとに按分】

⑤

×
【ある業種区分について利用事業者と製造事業者に按分】

⑥ 利用事業者比率（Ｊ）<表５>

⑦

※１： 排出量は販売額の比率で補正

※２： 容器製造事業者については、⑥が（１－⑥）の比率に置き換わる。

(18万㌧)

…ガラスびん、ＰＥＴボトルについ
ては、包装はないため100%。

容器利用χ業種が負担すべき無色ガラ
スびんの再商品化義務量

(×90%)

(×40%)

業種区分ごとに再商品化されるべ
き比率（Ｉ）　　　　<表４>

(×100%)

特定容器比率（Ｇ）　<表３>

（特定事業者により再商品化されるべき
量に限る。）

◎特定事業者責任比率　　　　　(×90%)

いずれか少ない量

（以下、モデルケースとして、平成○年度において、χという特定容器利用事業の業
種が負うべき特定分別基準適合物(無色のガラスびん等)についての再商品化義務量を
算出。なお、数値はいずれも説明の便宜のためのものである。）

◎環境大臣が定める平成○年度の分別収
集総量　　　　　　　　　　　　(20万㌧)

◎再商品化計画に定める平成○年度の再商品
化見込量　　　　　　　　　　　　　　　(21万㌧)

◎特定事業者責任比率（Ｄ）　(×90%)

◎前年度からの繰越量（Ｅ）　(＋0万㌧)

(＝64,800㌧)

…容器の排出量のうち、χ業種（容
器利用χ業種とχ業種に容器を出荷
する容器製造業）の割合を、排出
量、販売額を基に算出

…容器利用χ業種とχ業種に容器を
出荷する製造業種の販売額の比率
（利用事業者分）

第11条第2項第2号ｲ
※１

第11条第2項第2号ﾛ
※２
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（２）再商品化計画及び分別収集計画

＜ 再商品化計画（再商品化見込量） ＞
（単位：千トン）

業種の区分 Ｈ１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

ガラスびん（無色） １５０ １５０ １５０ １５０ １５０

ガラスびん（茶色） １６０ １６０ １６０ １６０ １６０

ガラスびん（その他の色） １３０ １４０ １４０ １４０ １４０

ＰＥＴボトル ３９６ ４００ ４０３ ４０５ ４０６

紙製容器包装 ４６８ ４６８ ４６８ ４６８ ４６８

プラスチック製容器包装 ７４２ ７６２ ８５０ ９３６ ９４１

＜ 分別収集計画量 ＞
（単位：千トン）

業種の区分 Ｈ１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

ガラスびん（無色） ３９２ ３９４ ３９５ ３９６ ３９５

ガラスびん（茶色） ３３５ ３３７ ３３９ ３４０ ３４０

ガラスびん（その他の色） １９１ １９３ １９４ １９５ １９６

ＰＥＴボトル ２８５ ３００ ３１６ ３３１ ３４５

紙製容器包装 １５５ １６７ １７６ １９０ １９９

プラスチック製容器包装 ７２４ ８０７ ８９３ ９６５ １，０１１
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（３）特定事業者責任比率（Ｄ）及び再商品化義務総量（Ｆ）

＜ 表  1 ＞

特定分別基準適合物

H18年度の分
別収集見込総
量(ｱ)（見込

み）

H18年度の再
商品化見込総

量(ｲ)

(ｱ)､(ｲ)のう
ちいずれか少
ない量（見込
み）を基礎と
して算出した

量

特定事業者責
任比率（Ｄ）

H18年度の再
商品化義務総

量（Ｆ）

トン トン トン ％ トン

1.ガラスびん（無色） 392,000 150,000 150,000 93 139,500

2.ガラスびん（茶色） 335,000 160,000 160,000 79 126,400

3.ガラスびん（その他の色） 191,000 130,000 130,000 88 114,400

4.ＰＥＴボトル 285,000 396,000 285,000 100 285,000

5.紙製容器包装 155,000 468,000 59,000* 96 56,640

6.プラスチック製容器包装 724,000 742,000 724,000 95 687,800

　　　　(*)；分別見込総量から、環境省が調査した市町村独自処理（96,000トン）を差し引いた量

  なお、小規模企業者分は市町村により処理されることとなる。

＜ 表  ２ ＞

小規模企業者
分の比率

前年度

1.ガラスびん（無色） 7％ (6%)

2.ガラスびん（茶色） 21％ (19%)

3.ガラスびん（その他の色） 12％ (11%)

4.ＰＥＴボトル 0％ (0%)

5.紙製容器包装 4％ (7%)

5％ (7%)

（４）特定容器比率（Ｇ）

＜ 表  ３ ＞

容器比率 前年度

5.紙製容器包装 85.81％ (84.30%)

92.70％ (91.83%)6.プラスチック製容器包装

特定分別基準適合物

　なお、ガラス製容器及びＰＥＴボトルは、いずれも特定容器のみであって特定包装はな
いため、本比率は１００％とする。

  特定事業者責任比率（Ｄ）及び平成１８年度の再商品化義務総量（Ｆ）は、以下のとお
り設定した。

特定分別基準適合物

　特定容器比率（Ｇ）は、以下のとおり設定した。

6.プラスチック製容器包装
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（５）業種の区分ごとに再商品化されるべき量の比率（Ⅰ）

業種の区分ごとに再商品化されるべき量の比率（Ⅰ）は、以下のとおりに設定した。

＜ 表  ４ ＞
（単位：％）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

１．食料品製造業

１．食料品製造業 50.84 8.62 6.76 3.59

(51.19) (11.20) (9.53) (3.75)

２．清涼飲料製造業及び

２．清涼飲料製造業及び 19.24 32.68 17.41 92.48

　　茶・コーヒー製造業 (17.51) (31.36) (15.86) (91.67)

※

３．酒類製造業

３．酒類製造業 25.20 12.22 72.66 3.93

(25.13) (9.23) (70.62) (4.58)

４．油脂加工製品・石鹸・ -

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 1.43 47.54 2.08

５．医薬品製造業 1.19 45.90 1.06

(1.52) (47.66) (1.76)

６．化粧品・歯磨その他の 3.25 0.16 1.95
６．化粧品・歯磨その他の 2.88 0.11 1.27

　　化粧用調整品製造業 (3.91) (0.11) (1.44)

７．小売業

2.72 0.20 2.12

８．その他の事業 0.92 0.41 0.48
８．その他の事業 0.65 0.47 0.84

(0.74) (0.44) (0.79)

5.60 48.11 4.51 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00

合　　計 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)

※＝清涼飲料製造業
上段：平成18年度の最終数値案
下段：（　）内は平成17年度の最終数値

ＰＥＴボトル
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＜ 表  ４ ＞

（単位：％）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

１．食料品製造業 36.05 46.00

(34.65) (46.70)

２．清涼飲料製造業及び 3.05 3.02

　　茶・コーヒー製造業 (3.00) (2.62)

３．酒類製造業 2.54 0.41

(1.96) (0.40)

４．油脂加工製品・石鹸・ 5.54 4.35

　　合成洗剤・界面活性剤・ (5.41) (3.81)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 3.74 2.63

(4.01) (2.49)

６．化粧品・歯磨その他の 3.84 5.26

　　化粧用調整品製造業 (4.17) (5.62)

７．小売業 14.04 28.27

(14.53) (26.71)

８．その他の事業 31.20 10.06

(32.27) (11.65)

合　　計 100.00 100.00

(100.00) (100.00)

上段：平成18年度の最終数値案
下段：（　）内は平成17年度の最終数値
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（６）業種の区分ごとの特定容器利用事業者の比率（Ｊ）

＜ 表  ５ ＞

（単位：％）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

利用 製造等 利用 製造等 利用 製造等 利用 製造等

１．食料品製造業

１．食料品製造業 94.34 5.66 98.07 1.93 97.11 2.89 88.15 11.85

(95.57) (4.43) (97.02) (2.98) (95.84) (4.16) (90.66) (9.34)

２．清涼飲料製造業及び

２．清涼飲料製造業及び 93.25 6.75 87.68 12.32 91.02 8.98 83.54 16.46

　　茶・コーヒー製造業 (93.93) (6.07) (85.59) (14.41) (91.86) (8.14) (85.02) (14.98)

※ ※

３．酒類製造業

３．酒類製造業 93.26 6.74 95.90 4.10 95.05 4.95 91.10 8.90

(92.63) (7.37) (95.08) (4.92) (95.24) (4.76) (91.32) (8.68)

４．油脂加工製品・石鹸・ － －

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・

　　塗料製造業

５．医薬品製造業

５．医薬品製造業 99.30 0.70 95.09 4.91 99.43 0.57

(99.31) (0.69) (94.41) (5.59) (99.42) (0.58)

６．化粧品・歯磨その他の

６．化粧品・歯磨その他の 98.79 1.21 97.91 2.09 99.29 0.71

　　化粧用調整品製造業 (98.51) (1.49) (98.61) (1.39) (99.24) (0.76)

７．小売業

８．その他の事業

８．その他の事業 99.33 0.67 99.93 0.07 99.73 0.27

(97.90) (2.10) (98.65) (1.35) (99.68) (0.32)

※＝清涼飲料製造業

上段：平成18年度の最終数値案

下段：（　）内は平成17年度の最終数値

　業種の区分ごとの特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の再商品化義務量の比率は、以下の
とおり設定した。

ＰＥＴボトル
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（６）業種の区分ごとの特定容器利用事業者の比率（Ｊ）

　業種の区分ごとの特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の再商
の比率は、以下のとおり設定した。

＜ 表  ５ ＞

（単位：％）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

利用 製造等 利用 製造等

１．食料品製造業 95.81 4.19 97.40 2.60

(94.06) (5.94) (95.71) (4.29)

２．清涼飲料製造業及び 91.13 8.87 96.52 3.48

　　茶・コーヒー製造業 (89.44) (10.56) (94.71) (5.29)

３．酒類製造業 86.03 13.97 98.69 1.31

(82.62) (17.38) (98.49) (1.51)

４．油脂加工製品・石鹸・ 94.65 5.35 88.35 11.65

　　合成洗剤・界面活性剤・ (94.37) (5.63) (88.68) (11.32)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 99.50 0.50 98.96 1.04

(99.37) (0.63) (98.21) (1.79)

６．化粧品・歯磨その他の 98.81 1.19 94.15 5.85

　　化粧用調整品製造業 (98.79) (1.21) (93.10) (6.90)

７．小売業 99.25 0.75 99.27 0.73

(99.41) (0.59) (99.41) (0.59)

８．その他の事業 99.11 0.89 98.90 1.10

(98.71) (1.29) (99.18) (0.82)

上段：平成18年度の最終数値案
下段：（　）内は平成17年度の最終数値
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２．個々の特定事業者の再商品化義務量の算定に係る量、比率等【第二段階】

(１)個々の特定事業者の再商品化義務量の算定方法

個々の特定事業者 業種ごとの
の再商品化義務量＝ 再商品化義務量 ×

（Ａ）
[主務大臣の告示数値に

より算定可]

<表７>

(２)個々の特定事業者の容器包装廃棄物の排出見込量（Ｂ）

（Ｂ）＝ －
当該量のうち自ら
又は他者への委託
により回収する量

＋
その他容器包装廃棄
物として排出されな
い量

（Ｂ）＝ ×　容器包装廃棄物比率（α）   <表６>

[個々の特定事業者が算定]

[個々の特定事業者が算定]

[主務大臣が告示]

当該年度において販売する商
品に用いる又は製造等する容
器包装の量

　　個々の特定事業者は、業種ごとの再商品化義務量（Ａ）（主務大臣が告示）に、
以下の比率（Ｂ／Ｃ）を乗じることにより、自ら、再商品化義務量を算定する。

　個々の特定事業者の容器包装廃棄物の排出見込量(Ｂ)は、自主算定方式、簡易算定
方式（自主算定方式ができない場合に限る。）、の２通りの算定方法を主務省令で定
め、個々の特定事業者が自ら算出する。

①自主算定方式
　自主算定方式は、用いる又は製造等する容器包装の量から、
  ａ．自ら回収する量等
  ｂ．その他容器包装廃棄物として排出されない量
を差し引いた量を排出見込量（Ｂ)とする。

②簡易算定方式
　簡易算定方式は、用いる又は製造等する容器包装の量に、容器包装廃棄物比率
（α）を乗じた量を(Ｂ)とする。

[主務省令で定める方法により個々の特定事業者が算定]

容器包装廃棄物の排出見込量（Ｃ）

当該年度において販売す
る商品に用いる又は製造
等する容器包装の量

個々の特定事業者の
容器包装廃棄物の排出見込量（Ｂ）

当該業種全体の

[個々の特定事業者が算定]
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容器包装廃棄物排出比率（α）は以下のとおり設定した。

＜ 表  ６ ＞
（単位：％）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 100 100 90 100 100 100 85 95

(95) (100) (85) (100) (100) (95) (80) (100)

２．清涼飲料製造業及び 80 100 60 100 100 100 85 100

　　茶・コーヒー製造業 (75) (90) (55) (100) (95) (100) (85) (100)

※ ※

３．酒類製造業 75 95 60 90 75 85 80 95

(75) (90) (55) (80) (70) (85) (85) (100)

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・
　　塗料製造業

５．医薬品製造業 60 95 75 100 60 100

(60) (90) (75) (95) (60) (100)

６．化粧品・歯磨その他の 100 100 100 100 90 100

　　化粧用調整品製造業 (100) (100) (100) (100) (95) (100)

７．小売業

100 100 100 100 100 100

８．その他の事業 85 100 30 100 90 100

(80) (100) (30) (100) (80) (100)

※＝清涼飲料製造業
上段：平成18年度の最終数値案
下段：（　）内は平成17年度の最終数値

ＰＥＴボトル
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＜ 表  ６ ＞
（単位：％）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 80 100 80 95

(80) (95) (80) (95)

２．清涼飲料製造業及び 70 100 80 100

　　茶・コーヒー製造業 (75) (100) (80) (95)

３．酒類製造業 90 95 85 90

(80) (95) (80) (95)

４．油脂加工製品・石鹸・ 95 95 90 100

　　合成洗剤・界面活性剤・ (95) (85) (85) (95)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 65 100 40 75

(65) (85) (40) (85)

６．化粧品・歯磨その他の 95 100 95 100

　　化粧用調整品製造業 (95) (100) (95) (100)

７.小売業 75 90 95 90

(70) (95) (95) (75)

８．その他の事業 50 85 40 80

(60) (85) (45) (60)

包装（各業種共通） 70 65

(75) (60)

上段：平成18年度の最終数値案
下段：（　）内は平成17年度の最終数値

11



（３）当該業種全体の容器包装廃棄物の排出見込み量（Ｃ）

 当該業種全体の容器包装廃棄物の排出見込み量（Ｃ）は、以下のとおり設定した。

＜ 表  ７ ＞

（単位：トン）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 302,571 357,559 28,718 43,586 11,263 12,923 14,086 16,105

(296,949) (382,387) (34,999) (52,909) (15,093) (21,209) (13,980) (17,477)

２．清涼飲料製造業及び 113,242 131,612 120,134 193,455 30,433 30,841 370,700 443,144

　　茶・コーヒー製造業 (101,265) (121,953) (124,932) (207,252) (20,789) (24,585) (315,921) (394,797)

※ ※

３．酒類製造業 150,782 181,688 43,729 85,547 127,724 149,033 15,366 18,558

(155,971) (207,381) (31,589) (59,110) (100,932) (150,549) (15,491) (18,850)

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 6,707 9,236 173,930 257,926 1,595 3,145

(8,052) (11,972) (173,091) (263,468) (2,350) (5,169)

６．化粧品・歯磨その他の 14,862 12,802 731 918 2,709 1,841

　　化粧用調整品製造業 (17,653) (13,559) (503) (564) (2,997) (1,609)

７．小売業

17,621 11,832 849 877 3,719 2,493

８．その他の事業 3,620 1,670 1,810 1,843 1,352 258

(8,968) (2,797) (2,113) (2,845) (1,294) (267)

※＝清涼飲料製造業
上段：平成18年度の最終数値案
下段：（　）内は平成17年度の最終数値

ＰＥＴボトル
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＜ 表  ７ ＞

（単位：トン）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 288,754 385,280 458,803 649,213

(253,771) (404,909) (472,686) (729,581)

２．清涼飲料製造業及び 24,223 53,960 29,853 71,208

　　茶・コーヒー製造業 (21,513) (65,608) (26,601) (75,831)

３．酒類製造業 19,678 26,206 4,094 7,231

(13,679) (32,184) (4,094) (10,245)

４．油脂加工製品・石鹸・ 44,574 56,284 42,852 69,303

　　合成洗剤・界面活性剤・ (40,092) (58,855) (38,690) (82,165)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 30,346 38,733 26,274 57,258

(29,860) (39,304) (25,361) (74,716)

６．化粧品・歯磨その他の 31,310 25,573 52,910 70,438

　　化粧用調整品製造業 (31,607) (27,918) (57,328) (88,289)

７．小売業 113,918 160,274 283,860 255,970

(109,256) (143,095) (274,513) (208,056)

８．その他の事業 252,756 556,490 101,784 260,183

(241,601) (515,263) (118,752) (212,190)

包装（各業種共通） 195,758 102,219

(197,509) (91,993)

上段：平成18年度の最終数値案

下段：（　）内は平成17年度の最終数値
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図 業種毎の再商品化義務量の算定に用いる比率の算出手順 

1)適用除外事業者を含

めた利用事業者の特定

容器と特定包装の排出

見 込 量 の 比 率 で 按 分

（Ａ：Ｂ） 

2)適用除外事業者を含め

た利用事業者の特定容器

の業種別の排出見込量の

比率で、特定容器に係わ

る部分を按分（Ｘ：Ｙ：

Ｚ） 

 

キ 

オ 

ウ 

ア 

カ 

エ

イ

適用除外事業者を

含めた特定容器の

利用事業者の排出

特定包装の排

出見込量 B 

適用除外事業者分を含む食

料品製造業の排出見込量 X

適用除外事業者分を含

む清涼飲料等製造業の

排出見込量Ｙ 

適用除外事業者分を含む

○○業の排出見込量Ｚ 

3)適用除外事業者を含め

た特定容器の利用事業者

と製造等する事業者の販

売額を基にした比率で、

各業種部分の面積を按分

利用事業者の

販売額※ 

製造等事業者

の販売額 

4)区分した各セル（ア～

キ）ごとに、排出見込量

の比で特定事業者分（網

かけ部分）と適用除外事

業者分とに按分 

5)全面積を１とした場合

の、網かけ部分(a､c､e､

g､i､k､m)の占める割合を

算出 

特定事業者責任比率

6)特定事業者責任部分を

１とした場合の、特定容

器に係わる部分の比率

（網かけ全体のうち、薄

い網かけ部分〈a､c､e､g､

i､k〉の割合）を算出 

特定容器比率

Ｘ’ 

Ｙ’ 

Z’ 

7)特定容器に係わる部分

を１とした場合の、各業

種（利用事業者＋製造等

事業者）の面積の割合

（Ｘ’：Ｙ’：Ｚ’）を

算出 

業種別負担率

８)業種ごとに、特定容器

利用事業者と特定包装利

用事業者に係わる部分を

１とした場合の、特定容

器利用事業者の面積の割

合（網かけ部分に占める

薄い網かけ部分の面積割

合:食料品製造業であれば

a/(a+c)）を算出 

特定容器利用事業者比率 

※厳密には利用事業者の販売額－

(1/2×製造等事業者の販売額) 
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（参考） 

 

 

紙製容器包装の再商品化義務総量について 
 
１．経緯 

 紙製容器包装については、市町村分別収集量に占める市町村独自処理量の割合が大きい

等の理由により、容器包装リサイクル法施行当初より分別収集見込み量と指定法人引取実

績量の間に大きな乖離が生じていた。 
 一方、平成１２年度～平成１４年度までの間、国は分別収集見込み量に特定事業者責任

比率を乗じた数値を再商品化義務総量と定めていたが、指定法人は、当該義務総量に基づ

き事業計画を策定するため、結果として、指定法人が特定事業者から過大に再商品化委託

料を徴収する要因となっていた（過大徴収分は、次年度以降精算）。 
 このため、平成１５年度より、指定法人が特定事業者から過大な再商品化委託料を徴収

しないようにすることを目的として、分別収集見込み量から環境省が調査した市町村独自

処理量を差し引いた量に基づき再商品化義務総量を算定することとしている。 
 
２．平成１８年度の再商品化義務総量の算定について 

 環境省の調査によると、平成１８年度についても、依然、市町村分別収集見込み量に占

める市町村独自処理計画量の割合が大きかったことから、平成１５、１６、１７年度同様、

分別収集見込み量から市町村独自処理計画量を控除した量５９千トンに特定事業者責任比

率を乗じて再商品化義務総量を算定することとした。 
 なお、その他の品目については、これまでと同様の理由（ガラスびん：再商品化義務総

量は、再商品化見込量に基づく数値であり、分別収集計画量の影響は受けていない。ペッ

トボトル及びプラスチック容器包装：市町村分別収集見込み量に占める市町村独自処理計

画量の割合が小さく、再商品化義務総量に大きな影響を及ぼさない。）により、市町村独

自処理計画量を勘案せずに再商品化義務総量を算定することとした。 
 

平成１８年度の分別収集見込み量及び市町村独自処理計画量 

（単位：千トン） 
 分別収集見込み量（Ａ） Ａのうち独自処理計画量 

無色             ３９２                ２３８ 
茶色               ３３５                 １７０ ガラスびん 
その他の色               １９１                  ６１ 

紙製容器包装               １５５                   ９６ 
ペットボトル               ２８５                   ７９ 
プラスチック製容器包装               ７２４                   ５３ 
出所：環境省調査 

 
（参考） 

 特定事業者に対する再商品化義務総量の算定は、容器包装リサイクル法第１１条第３項

に基づき、分別収集見込み量と再商品化見込み量のいずれか少ない量に特定事業者責任比

率を乗じて得た量を基礎として主務大臣が定める量と規定されている。 


